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広島県がん対策推進条例（案） 

 【【【【総則総則総則総則】】】】    １ 目的  がん対策に関し、基本理念を定め、県の責務並びに県民、保健医療福祉関係者及び事業者の役割を明らかにし、がん対策に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、がんの予防の推進に資するよう受動喫煙を防止するための措置を定めることにより、がん対策を総合的に推進し、もって県民が心身ともに健康で安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。  ２ 定義  (1) 保健医療福祉関係者 がんの予防若しくは早期発見又はがん医療（科学的知見に基づく適切ながんに係る医療をいう。以下同じ。）若しくはがん患者の介護に従事する者をいう。  (2) 緩和ケア がん患者及びその家族（以下「がん患者等」という。）の身体的若しくは精神的な苦痛又は社会生活を営む上での不安の軽減を目的とする医療、看護その他の行為をいう。  (3) 第１種施設 特に受動喫煙を防止すべき官公庁施設、小学校等の施設をいう。  (4) 第２種施設 受動喫煙を防止すべき体育館，興行場等の施設をいう。  (5) 第３種施設 意図しない受動喫煙を防止すべき飲食店等の施設をいう。  (6) 第４種施設 子供の受動喫煙の防止に配慮すべき小学校等の施設（屋内の区域がある施設にあっては、その屋内の区域を除く。）及びその付近の公道であって規則で定めるものをいう。  (7) 禁煙 空間の全部を喫煙することができない区域（以下「禁煙区域」という。）とすることをいう。  (8) 喫煙所による分煙 喫煙することができる区域（以下「喫煙区域」という。）から禁煙区域への煙の流入を防止する措置であって規則で定めるものにより、空間を喫煙所（専ら喫煙に用いる区域をいう。）と禁煙区域に分割することをいう。  (9) その他の分煙 規則で定めるところにより空間を喫煙区域と禁煙区域とに分割すること（喫煙所による分煙を除く。）又は喫煙することができる時間以外の時間は喫煙することができない時間とすることをいう。  ３ 基本理念 (1) がん対策は、がんが県民の生命及び健康にとって重大な問題となっている現状に鑑み、がん患者等をはじめとする県民の意見が十分に尊重されつつ、推進されなければならない。 (2) がん対策は、県、市町、県民、保健医療福祉関係者及び事業者の適切な役割分担及び相互の協力の下に推進されなければならない。  ４ 県の責務  県は、国、市町、保健医療福祉関係者、事業者及びがん患者等で構成される団体（以下「患者団体」という。）その他の関係団体と連携を図りながら、がん対策に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。  ５ 市町との連携  県は、市町ががんの予防及び早期発見その他のがん対策に関する施策を実施するときは、必要と認める協力を行うものとする。 
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６ 県民の役割 (1) 県民は、がんに関する正しい知識を持ち、がんの予防に必要な注意を払うとともに、積極的にがん検診を受けるよう努めるものとする。 (2) 県民は、県及び市町が実施するがん対策に関する施策に協力するよう努めるものとする。  ７ 保健医療福祉関係者の役割 (1) 保健医療福祉関係者は、がんの予防及び早期発見の推進、質の高いがん医療及びがんに関する情報の提供並びにがん患者等に対する相談その他必要な支援に努めるものとする。  (2) 保健医療福祉関係者は、県及び市町が実施するがん対策に関する施策に協力するよう努めるものとする。  ８ 事業者の役割 (1) 事業者は、次の労働環境の整備に努めるものとする。 ① 従業員ががんを予防し、又はがんを早期に発見することができる環境 ② 従業員ががんにり患した場合に、当該従業員が働きながら治療を受け、療養することができる環境 ③ 従業員の家族ががんにり患した場合に、当該従業員が働きながら、その家族を看護し、又は介護することができる環境 (2) 事業者は、県及び市町が実施するがん対策に関する施策に協力するよう努めるものとする。  ９ 財政上の措置  県は、がん対策に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講じるよう努めるものとする。  【【【【がん対策に関する基本的施策がん対策に関する基本的施策がん対策に関する基本的施策がん対策に関する基本的施策】】】】    10 がんの予防の推進  県は、がんの予防を推進するため、次の施策を講じるものとする。 (1) 喫煙、食生活、運動その他の生活習慣及び生活環境が健康に及ぼす影響に係る知識その他のがんの予防に関する知識の普及啓発を図るための施策 (2) 受動喫煙を防止するための施策 (3) その他がんの予防の推進のために必要な施策  11 がんの早期発見の推進  県は、がんの早期発見を推進するため、次の施策を講じるものとする。 (1) がん検診に関する普及啓発その他のがん検診の受診率の向上を図るための施策 (2) がん検診の質の向上を図るための施策 (3) その他がんの早期発見の推進のために必要な施策  12 がん医療の水準の向上  県は、県民に対する質の高いがん医療の提供に資するため、次の施策を講じるものとする。 (1) 専門的ながん医療の提供等を行う医療機関であって、地域におけるがん医療に係る連携協力体制の中核的な役割を担うものの機能の強化を図るための施策 (2) (1)の医療機関とその他の医療機関との連携協力体制の整備を図るための施策 (3) がん患者に対して放射線による治療を提供する施設を設置し、及び運営するために
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必要な施策 (4) がん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成を図るための施策 (5) その他県内におけるがん医療の水準の向上のために必要な施策  13 緩和ケアの充実  県は、緩和ケアの充実を図るため、次の施策を講じるものとする。 (1) がんと診断された時からがん患者の状況に応じた緩和ケアが提供される体制の整備を図るための施策 (2) 緩和ケアに関する専門的な知識及び技能を有する医療従事者等の育成を図るための施策 (3) 緩和ケアに関する理解を深めるために必要な施策 (4) その他緩和ケアの充実のために必要な施策  14 在宅医療の推進  県は、がん患者等の希望に応じて、居宅においてがん医療、緩和ケア及び介護を受けられる体制の整備を図るため、必要な施策を講じるものとする。  15 肝がん予防対策の推進  県は、肝がんの予防に資するため、肝炎に関する正しい知識の普及、肝炎検査の受検率の向上、適切な肝炎医療が提供される体制の整備その他必要な施策を講じるものとする。  16 小児がん対策の推進  県は、小児がん対策を推進するため、専門的な小児がん医療の提供等を行う医療機関と連携し、小児がんに関する情報の提供の促進その他必要な施策を講じるものとする。  17 情報提供及び相談体制の充実等 (1) 県は、がん対策に関する情報を収集し、県民に対して、当該情報を正確かつ適切に提供するものとする。 (2) 県は、がん患者等が社会生活を営む上での不安の軽減等に資するため、次の施策を講じるものとする。 ① がん患者等に対する相談体制の充実を図るための施策 ② 患者団体その他の関係団体が行うがん対策に関する活動を支援するための施策 ③ その他がん患者等が社会生活を営む上での不安の軽減等を図るために必要な施策  18 がんに関する教育の推進  県は、児童及び生徒が、がんに関する正しい知識を習得し、理解を深めるための教育が行われるよう、必要な施策を講じるものとする。  19 就労等の支援  県は、がん患者等の仕事及び家庭生活と治療との両立の促進に資するため、事業者の理解を深めるための啓発その他必要な施策を講じるものとする。  20 がん登録の推進  県は、がん登録（がん患者のがんのり患、診療、転帰等に関する情報を記録し、保存することをいう。）が適切に実施され、がん登録により得られた情報が有効に活用されるよう、必要な施策を講じるものとする。 
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 21 がん対策推進計画 (1) 県は、がん対策基本法に規定する都道府県がん対策推進計画（以下「がん対策推進計画」という。）を策定し、又は変更するときは、この条例の趣旨を尊重するとともに、あらかじめ、広島県がん対策推進委員会の意見を聴くものする。 (2) 県は、がん対策推進計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。  【【【【広島県がん対策推進委員会広島県がん対策推進委員会広島県がん対策推進委員会広島県がん対策推進委員会】】】】    22 広島県がん対策推進委員会  がん対策に関し、次の事項について調査審議するため、知事の附属機関として、広島県がん対策推進委員会（以下「委員会」という。）を置く。 (1) がん対策推進計画の策定又は変更に関する事項 (2) その他がん対策の推進に関する基本的かつ総合的な施策及び重要事項  23 委員会の組織及び運営 (1) 委員会は、委員十五人以内で組織する。 (2) 委員は、がん患者等、患者団体その他の関係団体を代表する者、保健医療福祉関係者、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、知事が任命する。 (3) 委員の任期は２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (4) 委員は、再任されることができる。 (5) その他委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、知事が定める。   【【【【受動喫煙防止対策受動喫煙防止対策受動喫煙防止対策受動喫煙防止対策】】】】    24 屋内における受動喫煙の防止  次の施設の管理者は、当該施設の不特定又は多数の者が出入りする室内又はこれに準じる空間（専ら特定の者が出入りする事務室等を除く。）について、当該各号に定める措置をとらなければならない。  (1) 第１種施設 禁煙又は喫煙所による分煙  (2) 第２種施設 禁煙、喫煙所による分煙又はその他の分煙  (3) 第３種施設 規則で定めるところにより、禁煙としている旨、喫煙所による分煙としている旨、その他の分煙としている旨又は喫煙することができる旨を表示すること。  25 屋外における受動喫煙の防止 (1) 第４種施設に立ち入る者は、第４種施設において喫煙しないように努めなければならない。ただし、子供の受動喫煙の防止に配慮されたものであって規則で定める基準を満たした灰皿の付近においては、この限りではない。 (2) 第４種施設の管理者は、当該第４種施設に灰皿を置く場合には、(1)の基準を満たすように努めなければならない。   附附附附    則則則則    この条例は、公布の日から施行する。ただし、受動喫煙防止対策に係る規定については、平成２８年４月１日から施行する。     
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 【別表】 区分 施   設 第 1 種 官公庁施設、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、専修学校（専門課程を置く専修学校を除く。）、病院、診療所、助産所、保険薬局、施術所（あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師がその業務を行う場所をいう。）、児童福祉施設又はその他これらに類するものとして知事が定める施設 第 2 種 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設（前項に掲げる施設に付随するものを除く。）、社会福祉施設等（児童福祉施設を除く。）、大学、専門課程を置く専修学校、各種学校、博物館、図書館、遊園地、銀行その他の金融機関、大規模小売店舗、興行場、集会場、展示場、斎場、公民館、公共交通機関を利用する旅客の乗降、待合いその他の用に供する施設、旅客の運送の用に供する電車、自動車その他の車両又は船舶（運航する路線又は就航する航路の起点及び終点が県内にあるものに限る。）又はその他これらに類するものとして知事が定める施設 第３種 飲食店、風俗営業の用に供する施設、物品販売業を営む店舗（保険薬局及び大規模小売店舗を除く。）、カラオケボックス、遊技場、ホテル、旅館、簡易宿泊所、理容所、美容所又はその他これらに類するものとして知事が定める施設 第 4 種 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、専修学校（専門課程を置く専修学校を除く。）、児童福祉施設、児童のための遊戯施設が設置された都市公園、停留所、横断歩道又はその他これらに類するものとして知事が定める施設  


